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令和元年度活動計画（案）について

4



 
 

令和元年度活動計画（案）について 

 

１ 通常総会 

  開催日時： 令和元年７月１１日（木）１４：００～１５：３０ 

  開催場所： 大阪合同庁舎第１号館 第１別館 ２階 大会議室 

  予定議題： （１）平成３０年度活動報告 

        （２）令和元年度活動計画（案） 

        （３）規約の改正 

        （４）その他 

  対 象 者： 規約別表１及び別表２に掲げる構成員 

 

２ 幹 事 会 

 ＜第１回＞ 

  開催日時： 令和元年５月２２日（水）１３：００～１３：５０ 

  開催場所： 大阪合同庁舎第１号館 第１別館 ３階 ３０３共用会議室 

  議  題：（１）平成３０年度活動報告 

       （２）令和元年度活動計画（案） 

       （３）規約の改正 

 出 席 者： 規約別表３に掲げる構成員 

 

 ＜第２回＞  令和元年７月１日（月）書面により開催（回答期限７月５日） 

 ＜第３回＞  ７月中旬を予定（書面による開催を予定） 

 ＜第４回＞  未定 

 

３ 講 習 会 

  目  的： 用地取得業務等に携わる市町村等の職員に対して、所有者探索の方法

や所有者が不明の場合の解決方法などの知識を付与し、当該職員の資質

の向上を図る。 

  対 象 者： 近畿地方整備局管内の市町村職員 

  開催時期： 第３四半期 

  開催場所： 各府県１箇所で開催する。 

  講義内容： 国土交通省が実施する市町村のニーズ調査の結果を踏まえて、各構成

員と調整のうえ設定する。 
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４ 講 演 会 

  目  的： 所有者不明土地問題について幅広い知識がある学識経験者等の専門家

やシンクタンク等の研究者を講師として、構成員等の理解の向上を図る。 

  対 象 者： 構成員・近畿地方整備局管内の市町村職員・報道関係者・一般参加者

（但し、会場の都合による） 

  開催時期： 第３四半期 

  開催場所： 大阪市内 

  講演内容： 所有者不明土地に関連したテーマを予定 

 

５ ニーズ調査 

目  的： 講習会をはじめとした市町村への支援活動の参考とするため、市町村

担当者の意見を募る。 

内  容： 所有者不明土地に関する市町村における対応状況や課題等の実態、権

利者探索の方法の理解度、講習会・講演会への要望、協議会に対する支

援ニーズ等を把握する。 

  調査方法： 国土交通省が権利者探索の手引き作成のために行う調査にあわせて、

近畿地方所有者不明土地連携協議会名で、市町村に調査票を配布して実

施し、必要に応じてヒアリング調査を行う。 

  予定時期： ７月上旬 

 

６ 地域福利増進事業に関する作業部会の設置 

内 容： 地域福利増進事業における裁定手続きの判断基準など業務に関する実務

的な情報共有と意見交換等 

 

７ 所有者不明土地問題に関する広報 

内 容  

・所有者不明土地問題の啓発のため、協議会として実施する広報活動のあり方を

検討 

・所有者不明土地問題の啓発のため、構成員が単独又は相互に協力して実施する

広報活動についての意見交換及び情報共有 

 

８ 活動にかかる予算措置 

活動経費については、各構成員から分担金等の徴収は行わない。 

なお、上記３～５の実施については、国土交通省において予算措置済み。 

 所有者不明土地法の円滑な運用に向けた地域支援の予算額（国土交通省全体） 

  ：５４百万円（別途実施するモデル調査の経費等も含めた総額）の内数 
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別 紙 

（１）講習会について 

 ・概要 

   目  的： 用地取得業務等に携わる市町村等の職員を対象として、所有者探索

の方法や所有者不明の場合の解決方法などの知識の向上を図る。 

対 象 者： 各府県管内の市町村職員 

   開催時期： 第３四半期 

   開催場所： 各府県１箇所 

 ・講義内容 

制度の内容や市町村担当者の実務などニーズ調査の結果を踏まえ、各府県と協

議のうえ設定 

 ・講師 

設定した講義内容に応じて、各府県と協議のうえ選定 

 ・費用 

講師の謝金、旅費及び資料の印刷費用は、国土交通省にて予算措置 

 ・日程 

 

 ・その他 

講習会終了後、協議会事務局による市町村職員を対象とした相談会を開催。 

講習会と同一会場で場所の確保をお願いします。１時間程度を目安としてくだ

さい。 

  

府県 日付 場所 収容人数 

福井県 調 整 中 

滋賀県 １０月２３日（水） 滋賀県合同庁舎７-Ｂ会議室 ７０名 

京都府 １０月 ８ 日（火） 京都府職員福利厚生センター １１０名 

大阪府 調 整 中 

兵庫県 １０月 ４ 日（金） 兵庫県庁西館大会議室 ４００名 

奈良県 １０月２５日（金） 奈良県社会福祉総合センター １００名 

和歌山県 １１月２１日（木） 和歌山県庁北別館２階大会議室 ６０名 
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（２）講演会について 

 ・概要 

   目   的： 所有者不明土地問題について幅広い知識がある学識経験者等の専

門家やシンクタンク等の研究者を講師として、構成員等の理解の向

上を図る。 

   対  象  者： 構成員・近畿地方整備局管内の市町村職員・報道関係者・一般参

加者（但し、会場の都合による） 

   開 催 時 期： 第３四半期 

   開 催 場 所： 大阪市内 

会場の規模： 数百名程度 

・講演内容 

所有者不明土地に関連したテーマを予定 

講演内容の設定は、事務局から提案 

特段のご意見があれば、あらかじめお知らせ下さい。 

 ・講師 

事務局にて選定 

講師の選定は、事務局から提案 

特段のご意見があれば、あらかじめお知らせ下さい。 

 ・会場の確保 

事務局にて確保（現在調整中） 

 ・費用 

講師の謝金、旅費、資料の印刷費用及び会場借上料は国土交通省にて予算措置 

 

 

（３）ニーズ調査について 

 ・本省統一版アンケート項目  別紙参照 

 

・近畿地区版のアンケート項目 別紙参照 

  

・市町村への送付方法 

調査票の送付は、以下の２つ方法を予定 

・国土交通本省から各市町村の所有者不明土地法担当部署への送付する方法 

・各府県用地対策連絡協議会事務局を通して各市町村の用地対策連絡協議会窓

口へ送付する方法 
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（４）地域福利増進事業に関する作業部会について 

 ・開催までのスケジュール 

① 書面による幹事会の開催（７月中旬） 

参加団体の決定及び作業部会の運営等に関して必要な事項の審議 

② 事務局から参加団体に部会員の選定及び作業部会開催の日程調整について

依頼。（７月下旬） 

③ 開催時期は９月上旬を予定 

 

 

（５）所有者不明土地問題に関する広報について 

 ・協議会として実施する広報活動のあり方の検討について 

① 事務局から全構成員を対象に協議会が行う効果的な広報活動及びその検討

方法について意見照会（7 月下旬） 

② 意見照会の結果を受け、必要な体制を整備して広報活動のあり方について検

討を実施 

 

・構成員が単独又は相互に協力して実施する広報活動について 

事務局は、各府県、政令市、協力団体が行う広報活動について協議会ＨＰに掲

載し、情報共有を行う。各構成員はその情報を所有者不明土地問題に関する広報

活動の参考にするとともに、次の協力をお願いします。 

 

① 事務局から広報活動の計画について照会（本年度は７月下旬を予定） 

② 上記照会後、新規に広報活動の情報があれば事務局まで随時、情報提供 

③ 所有者不明土地問題に関する広報活動で、協議会又は各構成員へ協力の要望

がありましたら、必要に応じて事務局へ連絡 

④ 所有者不明土地問題に関する広報活動を実施した結果及び成果について事

務局でとりまとめ、協議会で共有 
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